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事 業 計 画 

 

Ａ 分野別事業 
 

 

第１ 一般防犯事業 

 

１ 地域安全運動の推進 

（１）全国地域安全運動の推進  

     全国地域安全運動を１０月中旬の１０日間、関係省庁・団体の後援・協賛を得て、

都道府県防犯協会、都道府県暴力追放運動推進センター（以下、都道府県センター）、

警察庁及び都道府県警察と共催する。 

また、全国地域安全運動中央大会において、防犯功労者及び防犯功労団体等を顕彰

するとともに、全国地域安全運動に向けて、防犯ポスター及び青色回転灯等装備車（以

下、青パト）写真を募集し、審査する。 

その最優秀ポスター・青パト写真を活用した啓発ポスター及びリーフレットの作

成・配布を行う。（公１） 

（２）地域社会における安全に関する啓発・広報活動の推進 

      全国各地域の住民による自主防犯活動等を紹介した広報機関誌「安心な街に」（月

刊）を発行する。 

 「日常生活における防犯生活ガイド」(仮称)冊子の作成配布（（一財）日本宝くじ

協会の助成を予定）、「特殊詐欺・SNS型投資詐欺等被害防止」(仮称)冊子の作成配布

（（公財）日工組社会安全研究財団の助成を予定）、全国公募防犯ポスター及び青パ

ト写真による防犯カレンダーの製作頒布等、各防犯関連機関・団体等と連携した各種

の広報啓発活動を推進する。（公１、収１） 

（３）住み良い安全な社会づくりに寄与する諸活動への協力・協賛 

     「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（こども家庭庁）、「社会を明るくする運

動」（法務省）、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（厚生労働省等）、「女性に対する

暴力をなくす運動」（内閣府）等に協力・協賛する。（公１、公２） 

（４）防犯セミナー、シンポジウムの開催及び防犯に係る研究 

  専門家等によるセミナー、シンポジウムを開催（共催）して、日々変化する犯罪情

勢に応じた予防対策を研究し、安全・安心なまちづくりを推進する。（公１） 

    

２ 防犯ボランティア等への支援 

（１）青色回転灯等装備車整備事業（(一財)日本宝くじ協会の助成を予定） 

      自主防犯パトロールの充実強化を図るため、青色回転灯等装備車を都道府県防犯協

会等に整備し、各地区防犯協会や防犯ボランティア団体の協力を得て運用する。（公

１） 
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（２）次世代学生防犯ボランティアリーダー研修会の開催（（一財）保安通信協会からの

特定寄附による事業） 

   防犯ボランティア活動の継続的推進と地域のコミュニティ活動の更なる強化を目指

して、次世代を担うボランティアリーダーを育成するため、今後の防犯ボランティア

活動の中心となるべき学生を主体とした若年層の人材を各都道府県防犯協会から推薦

を受け、青パトや徒歩での防犯パトロール要領、子どもを中心としたサイバー犯罪被

害防止対策等の体験型研修会を実施する。（公１） 

（３）防犯活動に対する助成事業の実施 

   防犯ボランティアの育成、防犯ボランティア地域交流事業の開催、青パトや徒歩に

よる防犯パトロール、振り込め詐欺等各種犯罪に関する情報発信・啓発活動等を行う

都道府県防犯協会に対する助成を行う。（公１） 

（４）防犯手帳、参考書籍の斡旋等 

防犯のポイントなどを盛り込んだ防犯手帳を製作・斡旋する。また、防犯ボランテ

ィア活動を実施するための参考書籍として「防犯ボランティア活動マニュアル・リー

ダー編｣ ｢同・実務編」の普及を図る。（収１） 

（５）「防犯ボランティアシンボルマーク」の普及 

   防犯ボランティア活動の活性化及び意識の高揚を図るため、平成２１年９月に制定

した「防犯ボランティアシンボルマーク」の普及広報を行う。（公１） 

（６）防犯協会員団体総合補償保険制度への加入促進 

 防犯活動に従事する防犯協会員等が、その活動中の事故により傷害等を負った場合、

また、法律上の賠償責任を負った場合にこれを補償し、安心して活動に従事できる環

境を整備するため、防犯協会員団体総合補償保険制度について加入促進を図るととも

に、加入手続きに係わる取次業務を行う。（公１） 

 

３ 優良防犯機器等の普及、推進、推奨事業 

（１）優良防犯ブザー普及事業の推進 

 優良防犯ブザーとして必要な性能基準を定めたうえで、性能等を総合的に審査し、

これに適合する防犯ブザーを「優良防犯ブザー」として推奨する。（公１） 

（２）優良防犯電話普及事業の推進 

   特殊詐欺や迷惑電話等を防止するソフトウエアや機器の性能等を総合的に審査し、

優良な機器を「優良防犯電話」として推奨する。 

また、寄附を受け、優良防犯電話の普及事業を推進する。（公１）  

（３）「防犯優良マンション」認定制度の普及促進 

 （公社）日本防犯設備協会との共同事業「防犯優良マンション認定制度」の全国的

な展開を図り、認定団体への支援措置を講じて、防犯性に優れたマンションの広範な

普及を促進する。（公１） 

（４）「防犯性能の高い建物部品」の普及、広報 

 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の構成員として、「防

犯性能の高い建物部品」の目録検索システムの適正な管理・運用を図り、その普及、

広報事業を実施する。（公１） 
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４ ホームページによる生活安全情報の積極的な提供活動 

  ホームページに各種生活安全情報を掲載し、地域の安全に資する情報提供活動事業を

推進する。（法人） 

 

５ 古物営業適正化事業等の実施 

（１）（一社）日本中古車販売協会連合会との協力事業 

 （一社）日本中古車販売協会連合会と協力して、中古自動車販売店等の優良古物商を

顕彰する事業を実施する。（収１） 

（２）古物商許可標識等の斡旋 

古物営業の適正化を図るため、「古物商及び古物市場主許可標識」、図書「わかりや

すい古物営業の実務」を、質屋営業の適正化を図るため「質屋表示札」をそれぞれ斡

旋する。（収１） 

 

 

第２ 薬物乱用防止、青少年非行・被害防止事業 

 

１ 薬物乱用防止事業 

（１）薬物乱用防止に関する広報啓発活動 

   中・高校生等の若年層を中心に、薬物乱用の実態、その有害性・危険性等を分かり

やすく説明した薬物乱用防止啓発冊子「本当のところ、大麻ってどうなのよ？」の冊

子データをホームページで公開する。 

また、６月の国際麻薬乱用撲滅デーに呼応して実施される「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動との連携を図る。（公１） 

（２）薬物乱用防止のための共同活動の推進 

      他機関・団体の進める薬物乱用防止活動に協力・協賛する。（公１） 

 

２ 青少年の非行防止及び健全育成に関する事業 

関係機関、事業者、団体等が行う少年の非行・被害防止及び健全育成のための活動に

協力する。 

（１）シンポジウムの開催 

「少年問題シンポジウム」を（公社）全国少年警察ボランティア協会と共催すると

ともに、少年健全育成に資する資料の活用に努める。（公１） 

（２）ゲームセンター・カラオケ事業者との連携 

青少年の遊び場、楽しみの場であるゲームセンター事業者、カラオケ事業者等とも

連携して、広報・啓発活動の推進に努める。（公２） 
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第３ 風俗環境浄化事業 

 

１ 研修及び風俗環境浄化に関する活動 

（１）研修会の実施 

７月１８日に、風俗環境浄化事業運営管理者研修会を開催し、警察庁生活安全局、

組織犯罪対策部の担当官を招いて業務運営に必要な説明を受けるほか、風俗営業に関

する研修を行う。（公２） 

（２）風俗営業所管理者用テキスト等の斡旋 

風俗営業所管理者を対象とした講習を効果的に実施するため、同管理者講習用のテ

キスト「管理者ハンドブック」、「管理者講習用リーフレット」を作成し、「風俗営業管

理者講習用ＤＶＤ」とともに斡旋する。（公２、収２） 

（３）風俗営業許可申請時における提出書類書式集の斡旋 

風俗営業に関する業務の適正化の一環として、風俗営業許可申請書、従業者名簿、

管理者業務実施簿等書式集を作成し、斡旋する。（収２） 

 

２ 遊技事業の健全性確保に関する活動の推進  

  「遊技機製造業者等に関する意見書交付規定」に基づき、遊技機の認定及び型式の検

定に関する規則に定める「意見書」等の適正な交付事業を行う。（収２） 

 

 

第４ 全国暴力追放運動推進センター事業 

 

１ 暴力団員による不当要求行為の予防に関する知識の普及、啓発事業 

（１）全国暴力追放運動中央大会の開催 

警察庁、都道府県警察、都道府県センターとの共催により、全国暴力追放運動中央

大会を開催し、暴力追放活動に功労があった市民・団体、暴追センター職員及び公募

した標語の最優秀賞受賞者の表彰を行う。（公３） 

（２）民暴対策全国大会の後援及び県民大会への参加 

日本弁護士連合会及び開催地の警察、弁護士会、都道府県センター等が共催する民

暴対策全国大会（秋田大会）を後援するとともに、各県で開催される県民大会等に出

席する。（公３） 

（３）海外安全対策会議の後援 

（公財）公共政策調査会が、警察庁、外務省の協力の下、在外現地邦人団体等と共

催で開催する在外日本企業向けセミナーの後援を行う。（公３） 

（４）セミナーの開催 

警察庁職員や弁護士等を講師としたセミナー「反社会的勢力（総会屋、暴力団）問

題と企業の安全を考える（ＣＰＰセミナー）」を公共政策調査会と共催するとともに、

会員企業に向けた「反社会的勢力対策セミナー」を開催する。（公３） 
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（５）管区内暴追センター連絡協議会への参加 

   各管区内暴追センター連絡協議会に参加し、都道府県暴追センターとの意思疎通及

び連絡調整に努めるとともに、さらなる暴排意識の醸成等に努める。（公３） 

（６）行政機関等における研修会等への参加 

関係省庁等連絡会議への参加や自治体等の行政機関及び企業、団体等の要望により、

それぞれが開催する研修会等で講演等を行う。（公３） 

（７）不当要求情報管理機関関係者連絡会議の開催 

不当要求情報管理機関（５機関）、警察庁、警視庁、暴追都民センターとの連絡会議

を開催する。（公３） 

（８）暴排資料等の作成、配付 

   以下の冊子等を作成し、関係向きに配付するとともに、希望者（社）に有償頒布す

る。（公３） 

 ア 機関誌「全国センターだより」 

   ３ケ月毎に年４回作成し、都道府県センター、協力会員等に配付する。 

   イ 「暴力団情勢と対策」等の冊子 

    警察庁の協力で、暴排に関する資料を作成し、都道府県センター、行政機関、協

力会員等に配付するとともに、希望者（社）に有償頒布する。 

  ウ 全国センターだより特別号 

    反社会的勢力対策セミナーや研修会等での講演内容を収録した冊子を作成し、都

道府県センター、協力会員等に配付する。 

 （９） 活動案内の配付 

   全国暴力追放運動推進センター（以下、全国暴追センター）の事業を紹介した活動

案内を新規協力会員や反社会的勢力対策セミナーの参加者に配付する。（公３） 

 

２ 研修事業 

  都道府県センターの暴力追放相談委員及び不当要求防止責任者講習担当者研修会を開

催する。（公３） 

 

３ 暴力団に関する調査研究、資料収集事業 

（１）行政機関に対するアンケートの実施 

行政対象暴力の実態を把握するため、警察庁、日本弁護士連合会の協力を得てアン

ケートを実施し、結果を冊子にして関係機関、協力会員等に配付するとともに、ホー

ムページで公開する。（公３） 

（２）暴力団情報検索システムの運用 

都道府県センターから暴力団に絡む検挙情報等を収集してシステムに登録し、都道

府県センターでの相談業務における照会に対応する。（公３） 

（３）情報収集活動の実施 

セミナー、暴排研究会への出席等、暴力団等の反社会的勢力を排除するための知識、

手法に関する情報を収集し、暴排冊子への掲載や暴追センター総覧を作成するなど暴

排啓発活動に活用する。（公３） 
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４ 都道府県センターの事業等に関する連絡調整事業 

（１）相談支援 

各企業の担当者等からの問合わせに対し、都道府県センターを紹介するなど、相談

がスムースに進むよう支援する。（公３） 

（２）情報提供 

都道府県センターから寄せられた暴排関連情報や会議等で入手した暴排資料で暴追

運動、暴排意識の高揚に資すると思われるものを、都道府県センター、協力会員に提

供する。（公３） 

 

５ 都道府県センターに対する助成事業 

  暴力団事務所撤去、その他の対暴力団訴訟支援、都道府県センターが行う県民大会等

の事業を助成する。（公３） 

 

６ 暴力追放運動推進センター団体傷害保険制度への加入促進 

暴力追放活動に従事する都道府県センター職員等が、その活動中の事故により傷害等

を負った場合、また、活動外に暴力追放活動に関連して加害行為を受けた場合の怪我を

補償し、安心して活動に従事できる環境を整備するため、暴力追放運動推進センター団

体傷害保険制度について加入促進を図るとともに、加入手続きに係る取次業務を行う。

（公３） 

 

 

第５ 協会事務等 

 

１ 会議 

（１）理事会及び評議員会、全国会議の開催（法人） 

ア 理事会及び評議員会 

      ６月５日に通常理事会、及び６月２４日に定例評議員会を開催し、前年度の事業

報告と決算及びその他の議案を審議する。また、令和８年３月に、通常理事会及び

臨時評議員会を開催し、次年度の事業計画と予算及びその他の議案を審議する。 

イ 都道府県防犯協会専務理事・事務局長会議 

７月１８日に都道府県防犯協会専務理事・事務局長全国会議を開催し、警察庁生

活安全局の担当官を招いて業務運営に必要な説明を受けるほか、有識者による講演、

組織運営上の問題等の検討その他の協議を行う。 

ウ 暴追センター専務理事・事務局長等研修会 

 都道府県センター専務理事・事務局長等研修会を９月２６日に開催し、警察庁組

織犯罪対策部の担当官を招いて業務運営に必要な説明を受けるほか、有識者による

講演、組織運営上の問題等の検討その他の協議を行う。 
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（２）暴追センター活動研究会の開催 

   警察庁組対課員、日弁連民暴委員、暴追都民センター員及び全国暴追センター員に

より令和８年度に実施すべき活動等の意思疎通を図り、暴追センター運営上の問題点

等について検討を行う。（法人） 

 

２ ホームページの設置 

（１）「全国防犯協会連合会の活動の内容」と「都道府県防犯協会の現状」をホームペー  

ジに掲載し、活動を一般に広報する。（法人） 

（２）都道府県風俗環境浄化協会の運営・活動等を集約し、ホームぺージにおいて公表し

てその活動状況を一般に広報するとともに、都道府県風俗環境浄化協会の行う風俗環

境浄化活動の活性化を図る。（法人） 

（３）全国暴追センターの事業内容をホームページに掲載し、活動を一般に広報するとと

もに、広く暴排知識の普及を図る。（法人） 

 

３ 全国暴追センター会員の証、暴排宣言ステッカーの交付 

 全国暴追センターの新規加入協力会員に対して、全国暴追センター会員の証及び暴排

宣言ステッカーを交付する。（法人） 

 

４ 活動資金の充実に向けた方策 

  公益事業のための補助金・助成金を交付する団体に引き続き理解と協力を求めるとと 

もに、賛助会員、協力会員の拡大に努め、事業展開の強化のための財源確保を図る。（法

人） 

 

５ 連絡調整事業 

  各都道府県の防犯協会及び暴力追放運動推進センターと緊密な連携を図るため、beat

システムを使った情報提供やネットワーク構築の更なる展開に向けた活動に注力する。

（法人） 
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（再掲） 

Ｂ 補 助 金 等 及 び 指 定 寄 附 金 事 業 

 

 

第１ （一財）日本宝くじ協会の助成による事業（予定） 

    事業費 39,059,000円（税込）、（内助成金 39,032,000円） 
 

   一般財団法人日本宝くじ協会から助成を受けて、次の事業を実施する。 

 

１ 青色回転灯等装備車の整備 

     事業費 35,756,000円（税込）、（内助成金 35,732,000円） 

   犯罪の発生を抑止し、犯罪の起きにくい社会を実現していくためには、地域社会が

一体となって取り組んでいく必要があり、現在、防犯ボランティア等による活動の中

心的存在である防犯パトロールに使用する青色回転灯等装備車を整備し、支援する。 

 

２ 「日常生活における防犯生活ガイド」(仮称)冊子の作成配布 

         事業費3,303,000円（税込）、（うち助成金3,300,000円） 

令和５年の刑法犯認知件数は、70万 3,351件と２年連続で増加し、子供が犯罪被害

に遭う前兆の声掛け事案や女性を対象としたストーカー行為、盗撮事案、多くの高齢

者が被害者となる特殊詐欺事案等の犯罪が後を絶たず、国民の体感治安を悪化させる

大きな社会問題となっている。 

これらの日常生活に潜む犯罪に対処するためには、いつ、どこで、どんな時に、ど

のようなことが起きているかその事例を知り、日頃から防犯意識を持って、とっさの

行動がとれることが重要であり、それらの対処要領を具体的に示すことで犯罪被害を

抑止し、安全安心な社会作りを図る。 

 

 

第２ （公財）日工組社会安全研究財団の助成による事業 

    事業費 1,600,000円（税込）、（内助成金 1,600,000 円） 
 

     公益財団法人日工組社会安全研究財団から助成を受けて、次の事業を実施する。 

 

特殊詐欺や SNS型投資詐欺等に対する被害防止冊子の作成配布 

特殊詐欺は、令和５年の認知件数 1万 9,038件、被害額約 453億円と認知件数は 3

年連続、被害額は 2年連続で増加し、高齢者を中心に多額の被害が生じている。 

中でも、性別・年代を問わず被害が発生している架空料金請求詐欺の占める割合が

27％と大きく増加、更に SNSを使用した非対面型の投資詐欺やロマンス詐欺の被害が

増加し、昨年中の被害額は特殊詐欺の被害額を上回る約 455億円になるなど深刻な情

勢が続いている。 
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これらの特殊詐欺や SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の最近の犯行手口や、これら犯

罪の言わば窓口ともなっている固定電話や SNS等の対策をわかり易く解説する冊子を

作成、活用することで国民一人一人が具体的な防犯対策を身に着けながら、これら犯

罪の未然防止を図る。 

 

 

第３ （一財）保安通信協会による事業（特定寄附事業） 

   事業費 6,500,000 円（内特定寄附金 5,000,000 円） 

 
    一般財団法人保安通信協会から特定寄附を受けて、次の事業を実施する。 

 

次世代学生防犯ボランティアリーダー研修会の開催 

次世代を担う防犯ボランティアリーダーを育成するため、全国で防犯活動を推進す

る大学生等の若者を中心に、防犯パトロール、防犯指導、防犯教育などの手法を修得

する研修会を行う。 

 

 

第４ 寄附金による事業 

   事業費 55,000,000 円（特定寄附金 55,000,000 円） 

 
寄附金を受けて、次の事業を実施する。 

 

優良防犯電話の普及事業 

特殊詐欺被害防止対策のため、優良防犯電話を購入し、配布する。 

 


